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す
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質
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に
対
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、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
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一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
居
宅
介
護
支
援
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
居
宅
介

護
支
援
を
い
う
。
）
に
関
す
る
「
有
料
化
」
を
含
め
た
給
付
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方

針
二
〇
一
八
」
（
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
閣
議
決
定
）
等
に
基
づ
き
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
令
和
元
年

十
二
月
二
十
七
日
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会
の
「
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
意
見
」

に
お
い
て
、
「
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
給
付
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
や
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
与
え
る
影

響
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
自
立
支
援
に
資
す
る
質
の
高
い
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
現
や
他
の
サ
ー
ビ
ス
と
の
均
衡
等
幅
広
い

観
点
か
ら
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
お
尋
ね
の
「
利
用
者
へ
の
影

響
を
把
握
す
る
た
め
の
政
府
の
取
り
組
み
」
も
含
め
、
第
九
期
介
護
保
険
事
業
計
画
期
間
に
向
け
て
、
同
部
会
に
お
い
て
議

論
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
議
論
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 


